
１ 指定管理者の評価

(１) 分野評価

Ｂ

評価検討会の評価は妥当である。

入居者等から寄せられる様々な要
望、苦情等については、その対応状
況について、区に報告し、区の意見
を参考に、適切にきめ細かく処理さ
れている。認知症高齢者が多数入居
しており、さまざまなトラブルが日
常的に発生する中で、大きなトラブ
ルに発展したケースはない。

評価検討会の評価は妥当である。

6

評価検討会の評価は妥当である。公営住宅及びそれに準ずる住宅のた
め、入居希望者が多く、空き家が出
るとすぐに次の入居者が決まる状況
である。従って、利用者数（入居世
帯数）に大きな変動はないものと認
められる。

評価検討会の評価は妥当である。

入居者アンケートが実施され、アン
ケートで示された意見については、
適切な対応がなされている。

評価検討会の評価は妥当である。

入居者への広報については、高齢者
にもわかりやすいように、大きな字
で、平易な表現を用いて案内文が作
成されている。また、掲示だけでな
く、各戸にポスティングされてお
り、きめ細かい対応がされている。

高齢者への対応として工夫がなされ
ているが、求める水準の範囲と考え
る。
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区が求めた業務の水準については、
自動ドア点検回数が、設備保守点検
業務説明書による月１回に満たない
ことが所管課の前期モニタリングに
より判明した点はあるものの、区民
委員からの「大いに評価する」との
意見もあった。

全ての項目について、「無回答」を
除くと、「大変良い」と「良い」が
６割以上を占めており、また、「悪
い」と「大変悪い」がわずかである
ことから、満足度は高いといえる。
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②　区が求めた事業以外に、住民
サービスの向上を図るための自主
事業が積極的に計画され、事業計
画書や企画提案書に沿って適切に
実施しているか。

③　利用者懇談会や利用者アン
ケートにより、利用者の意見を収
集し、適当な意見については、そ
れを反映させた取組が行われた
か。

評価
分野

評価項目

④　区民や利用者への広報方法を
工夫し、効果的な広報活動が行わ
れたか。

⑤　利用者アンケート等の結果
で、利用者から高い評価を得られ
ているか。

⑥　利用者からの苦情に対する対
応と報告が適切に行われたか。

分野評価

⑦　利用者数、稼働率等の実績
が、当該指定期間開始前と比べて
同程度か。

①　協定書、業務要求水準書等で
区が求めた事業が適切に実施され
たか。

指定管理者評価委員会 評価結果

評価検討会
評価

評価委員会
評価

評価理由 評価理由

指定管理者名

福祉政策課

管理運営する施設名 所管部署名

株式会社
東急コミュニティー

区営住宅等
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3

個人情報保護計画を策定し、研修等
で職員への意識啓発に努めている。
なお、26年度は、個人情報の漏え
い、滅失及びき損等の事故は起きて
いない。

3

評価検討会の評価は妥当である。

3 3

情報公開規程を整備している。26年
度は、区民等からの情報公開請求は
なかった。

評価検討会の評価は妥当である。
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評価検討会の評価は妥当である。

評価検討会の評価は妥当であるが、
引き続き、適切な人材の配置に努め
られたい。

評価検討会の評価は妥当である。

評価検討会の評価は妥当である。

評価検討会の評価は妥当である。
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指定管理者は、本業務において、現
金を扱わない。予算の執行が適正に
行われていることから、金銭の管理
についても適正に行われていると認
められる。

管理窓口には、常時３名が配置され
ている。また、緊急時の修繕等につ
いても、24時間年中無休で対応でき
る体制が取られている。人数だけで
なく、窓口対応が丁寧で的確である
という委員の意見が多く、優秀な人
材を配置している点を加味して、評
価４とした。

コンプライアンス研修、個人情報保
護教育などの本社で実施する研修に
加えて、東京都の実施する公営住宅
研修に参加したり、個別の業務につ
いて勉強会を実施したり、職員の研
修等に熱心に取り組んでいる。ま
た、区職員による講習を受け、業務
開始に向けての準備を行った。

①のとおり、自動ドアの点検回数を
除いて、適切に行われている。ま
た、利用者アンケートからも、好評
を得ている。

自己調達物品及び区貸与物品につい
て、備品台帳を備え、適正に管理さ
れている。

3

Ｂ

入居者からの修繕要望について、
ワーデン（管理人）に現状を確認さ
せるなどして、十分に状況把握を
行ってから、業者を手配することに
より、無駄な発注をかけないように
している。その結果、指定管理開始
前に比べて、一般修繕の発注件数が
減り、修繕費の執行金額も減少し
た。

予算額を厳守するため、計画的かつ
適切な予算執行が行われている。
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指定管理者制度の導入により、より
効率的な予算執行がなされるように
なった点は評価できるが、求める水
準の範囲と考える。

評価検討会の評価は妥当である。

⑫　サービスを低下させない適切
な人員配置が行われたか。

⑮　備品台帳により、備品の管理
が適切に行われたか。

⑯　文京区個人情報保護条例の規
定を遵守し、利用者の個人情報の
適正な管理のために必要な措置が
講じられ、漏えい、滅失及びき損
等の事故が起きていないか。

⑧　経費節減への具体的な取組を
行い、その効果があったか。

⑨　指定管理料の範囲内で効果
的・効率的な予算執行が行われた
か。

経
費
の
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性
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⑭　利用者が安全・快適に施設を
利用できるよう適切に施設の保
守、修繕、清掃等が行われたか。

⑩　収入を増加するための具体的
な取組を行い、その効果があった
か。

分野評価
⑪　金銭の管理が適正に行われた
か。

⑬　職員の知識・技術向上を図る
ための研修等が適切に行われた
か。

⑰　文京区情報公開条例の趣旨に
則り、情報の公開を行うための必
要な措置が講じられ、請求または
区から情報提供の求めがあった場
合は適切で速やかな対応が行われ
たか。
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(２) 総合評価

（３）所見及び改善指摘事項

①サービス向上の有効性については、「住宅の維持
管理」という業務の性質上、利用者数や稼働率と
いった指標ではなく、利用者アンケートによる評価
と苦情（利用者要望）処理の適正度を重視した。利
用者アンケートによる満足度が高く、苦情処理につ
いても、きめ細かく対応されており、大きなトラブ
ルも発生していないため、全体として高評価となっ
た。
②経費の効率性については、一般修繕費が指定管理
期間前より減少していることから、高く評価した。
③管理運営の適正性については、概ね適正と評価し
た。

②については、指定管理開始前の対応が適正であっ
たかについて、分析が必要であるものの、全体とし
ては入居者の特性を考慮したきめ細かな対応をして
いる。
また、入居者からの相談件数も年度当初からは減少
し、落ち着いてきていること、施設維持管理にも指
定管理者の専門性を発揮し、経費の効率的な執行が
できていることから、区の定める要求水準を概ね満
たしており、全体としては「適当」と判断できる。

アンケートの回収率を向上させる等、利用者の意見
をより一層把握することに努めて頂きたい。

研修については、実施状況だけでなく、窓口業務に
従事している職員の参加状況（参加職員名、参加回
数等）が明確に分かるよう記載してほしいとの意見
があった。

改善指摘事項
（評価1又は2の事項に
ついて）

緊急対応マニュアル及び緊急時の連
絡体制が整備されている。26年度
は、事故や災害等の緊急事態は、発
生していないが、夜間等の緊急修繕
には適切に対応されている。

照明器具の更新時にＬＥＤを採用し
たり、ペーパーレスの推進や公共交
通機関の利用など環境に配慮した取
組を積極的に行っている。

評価検討会の評価は妥当である。

評価検討会の評価は妥当である。
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⑳　前回の評価（一次評価及び二
次評価）を受けて、適切な改善が
図られたか。

区が明示した水準
を満たすが、更な
る取組みが期待さ
れる点

優れている点

⑲　省エネやごみの削減など環境
に配慮した取組が積極的に行われ
たか。

業
務
の

改
善
性

得点
６０／７６
（78.9％）

Ｃ

分野評価

総合評価

評価検討会 評価委員会

評価検討会 評価委員会

６２／７６
（81.5％）

Ｂ

⑱　事故、災害等の緊急事態が発
生した場合の危機管理体制が適切
であり、緊急事態が発生した場合
は、その対応が適切であったか。

分野評価
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２ 評価検討会の評価に関する意見

3 所管課の指定管理者制度運用に関する意見

・今後の居住者の高齢化に対して、事業者との連携等により、適切な対応のあり方を更に協議されたい。
・収支状況における人件費及び事務費（入居者管理費）については、精算を行わないことから、事業計画書
の予算額がそのまま記載されているが、指定管理料の執行状況については、実績値に基づき、適切に把握す
べきと考える。実績額が予算額を下回って、剰余金（利益）が生じた場合は、収支欄にその数値を記入すべ
きであると考える。
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